
議案第49号

No.2

都市整備部

平成22年 9月 22日

葛飾区立公園条例の二
部 を改正する条例

1 改正の理由

区立上千葉砂原公園の来園者の利便性を高め、よリー層の利用促進を図るため、
公園拡張地に駐車場を整備することに伴い、葛飾区立公園条例の一部を改正する。

2 改正の概要

(1)駐車場を有料施設とし、使用料を以下のとおり定める。

駐車時間30分まで           無料

30分を超える駐車時間30分ごとに   loo円
(2)駐車場の使用時間を通年、終日と定める。

(3)駐車場の利用者を原則、公園の利用者と定める
`(4)駐車できる自動車の大きさ、駐車場における禁止行為、使用料の納付時期

等を定める。       ・

(5)駐車場使用料の減額 0免除について、規則で定める。

(6)公園区域の拡張に伴い、別表における位置の表記を改める。

3 駐車場の概要

(1)名  称     上千葉砂原公園駐車場

(2)所  在     葛飾区西亀有一丁目18番 8号

(3)駐車予定台数   24台
(4)管理形態     駐車場ゲー ト (自 動開閉式)、 料金精算機等を設置し、

無人管理とする。

(5)開設予定時期   11月 頃

4 案内図

裏面のとおり

5 新旧対照表

別紙のとおり

6 条例施行日

葛飾区規則で定める日



[案内図]



葛飾区立公園条例 (改正部分抜粋)新 旧対照表

現  行 改正案

(略 )

(駐車広場 の設置 )

第 9条  有料施設 として、柴又公 園駐 車広場
(以 下 「駐 車広場 」 とい う。)を 別表 第 1に

(有料施設の設置 )

第 9条  公』 _内 に設置す る有料施設 は、次の
の とお

公 園 の名 称 有料施設

上千葉砂原公 園

柴 又公 園 柴又公 園駐車広場

(有料施設 の使 用時間 )

第 10条  有料施設 の使用時間は、別表第 4の

内に設 置す る。

(略 )

(駐 車広場 の使用 時 間 )

第 10条  駐車広場 の使用時間は、別表 第 4の
とお りとす る。ただ 1/、 区長が 特 に必要があ
る と認 めた ときは、駐 車広場 を使 用 時 間外 に
使 用 させ る こ とがで きる。

(略 )

外に利用させることができる。

(略 )

(駐 車場 の使用 )



(使 用料等 の徴収方法 )

第 16条  使用料又 は 占用料 (以 下 この条 か ら第
18条 までにおいて 「使用料等」 とい う。)は 、
使用又 は 占用 (以 下 この項 において「使用等」
とい う。)の 期 間に係 る分 を、その使 用 等 の
開始前 に全額徴収す る。 ただ し、使用等の期
間 が翌 年 度 以 降 にわた る場 合 又 は現 に使 用
等 を継続す るもので、引き続 き当該使用等の
期 間を更新す る場合 においては、翌年度 以降
又 は 当該 更新 以 降の期 間 に係 る分 の使 用料
等 は、毎年度、当該年度分 を 4月 30日 まで又
は期 間更新 の 日か ら 1月 以 内に徴収す る。

(略 )

(略 )
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「使用料 等」 とい う。)は 、使 用 又 は 占用
(以 下 この項 にお い て「使 用 等 」とい う。)

の期 間に係 る分 を、そ の使用 等 の開始 前 に
全額徴収 す る。た だ し、使用 等 の期 間が翌
年度 以 降 に わ た る場 合 又 は現 に使 用 等 を
継 続す る もので、引 き続 き当該使 用等 の期
間 を更新 す る場合 にお いては、翌年度 以 降
又 は 当該 更 新 以 降 の期 間 に係 る分 の使 用
料等 は、毎年度 、当該年度分 を 4月 30日 ま
で又 は期 間更新 の 日か ら 1月 以 内 に徴 収
す る。

(略 )

(公 園予定 区域及 び 予定公 園施設 )

第 21条  第 3条 か ら前条 までの規 定 (第 5条
の 2及 び第 4章 の規定 を除 く。)は 、法第
33条 第 4項 に規 定す る公 園予 定 区域 又 は
予定公園施設 について準用す る。

(略 )
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(駐 車の拒否 )

第 22条 の 4 次 の各 号 のい ず れ か に該 当す る

自動車は、駐車 させ るこ とができない。

(1)駐 車広場 の構造 上駐 車 させ る こ とがで

きない もの

(2)発 火 性 又 は 引火性 の物 品 を積 載 して い

るもの

(3)前 2号 に定めるもののほか、指定管理者
が駐 車広場 の管理 上支 障 が あ る と認 め る

もの

(略 )

別 表 第 1(第 2条 関係

名 称 位 置

(略 ) (略 )

上 千葉砂原 公 園 〃  西亀 有一丁 目
27番 1号

(略 ) (略 )

(略 )

別 表 第 4(第 10条 関係 )

(平 12条 例 44・ 追加 、平 16条 例 18・ 平 17条

(駐 車 の拒 否 )

第 22条 の 4 次 の各 号 のいず れ か に該 当す
る 自動 車 は、駐 車広場 に駐 車 させ るこ とが

で きない。
(1)駐 車 広 場 の構 造 上駐 車 させ る こ とが

で きない もの

(2)発 火 性 又 は 引火 性 の物 品 を積 載 して
い る もの

(3)前 2号 に定 め るものの ほか 、指 定管理

者 が駐 車 広場 の管理 上支 障 が あ る と認
め る もの

(略 )

(略 )

別 表第 4(第 10条 関係 )

(平 12条 例 44・ 追加 、平 16条 例 18・ 平 17

条例 23・ 一部改 正 )

上千葉砂原公 園 〃 西 亀 有 一 丁 目
27番 1号
″  内 富 石 一

例 23・ 一 部 改 正
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とは、 日曜 日、休 日及 び土曜 日以
をい う。
とは 、 国 民 の 祝 日に 関 す る法 律

23年 法律第 178号 )に 規 定す る休 日

備考
1 平 日とは、 日曜 日、休 日及 び土曜 日
以外 の 日をい う。

2休 日とは、国民の祝 日に関す る法律
(昭 和 23年 法律第 178号 )に 規定す る休
日をい う。

施 行 す る。


